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つなぐの 

 

支援センターつなぐの 

 

【事業目的】 

指定障害者福祉サービス事業の就労継続支援 B 型の適正な運営を確保するために必要

な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定就労継続支援B型の円滑な運営管理を図る

とともに、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った適切な指定就

労継続支援 B型の提供を確保することを目的とする。 

 

【運営方針】 

 １ 利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、就労の機会を提供する

とともに、生産活動その他の活動の機会を通じて、その知識及び能力の向上のために必

要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。 

 ２ 指定就労継続支援 B 型の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在

する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等との密接な連携に努めるものとする。 

 

【所在地】 事務所・活動室 東大阪市永和１丁目２４番２号幸永マンション１階 

           電話 ０６－６７３２－４９０５  FAX ０６－６７３２－４９０６ 

  水耕栽培ハウス JR俊徳道駅～長瀬駅間の高架下 

   

【職員配置】  管理者１名 サービス管理責任者１名（管理者兼務） 

          職業指導員１名 生活支援員２名 

 

【対象者】 知的障害者、身体障害者、精神障害者、難病等対象者 

 

【営業日及び時間等】 

  営業日 ：月曜日から金曜日（但し国民の祝日及び１２月２９日～１月３日を除く） 

営業時間：午前９時～午後５時４５分 

  サービス提供時間：午前９時～午後４時 

 

【利用定員】  ２０名 

 

【サービス提供方法及び内容】 

（１） 就労継続支援 B型計画の作成 

（２） 就労に必要な知識、能力を向上するための訓練 

（３） 就労の機会の提供及び生産活動（野菜の栽培） 

（４） 実習先企業等の紹介 

（５） 求職活動支援 

（６） 職場定着支援 

（７） 生活相談 

（８） 健康管理 

（９） 訪問支援 

（１０） 施設外支援 

（１１） 施設外就労 

（１２） 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜 

    （２）から（１１）に附帯するその他必要な訓練、支援、相談、助言。 
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【日課】 

時 間 日 課 備  考 

８：４５ 

９：００ 

９：１５ 

 

９：３０ 

 

１１：４５ 

 

１２：００ 

１３：００ 

１３：１５ 

 

１５：３０ 

 

 

１５：５０ 

１６：００ 

通所 

朝礼 

ビニルハウスへの移動 

準備体操 

午前作業開始 

（途中休憩 10分） 

午前作業終了 

事務所への移動 

昼食・休憩 

ビニルハウスへの移動 

午後の作業開始 

（途中休憩 10分） 

午後の作業終了 

後片付け・清掃 

事務所へ移動 

終礼 

終了 

帰宅 

着替え 

体調確認 

 

 

 

 

【人材育成事業】 
大阪府緊急雇用創設基金事業「地域人づくり事業（雇用拡大プロセス）農と福祉の連携促進

人材育成事業」を受託しその事業目標を誠実かつ確実に実施します。 

 農業（最新の水耕栽培設備）の業務経験と、そこで就労支援を受けている障害者の業務支援

経験機会を計画的に提供し、農と障害福祉（就労支援）に関するスキルを身に付け、その分野

で活躍できる人材を育成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


